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2024 年 6 月 1 日 No. 190（毎月 1 日発行） 

一部地域にて外債登記申請先が変更 

国家外貨管理局上海市分局は 2024 年 1 月 23 日、＜クロスボーダー貿易投資のハイレベル開放試行に
関する通知（以下「本通知」）＞を公布し、即日施行としました。マクロプルーデンスモデルにより中国国外から
外債を利用し資金調達を行う場合、従来、外債を利用する企業の管轄区域の外貨管理局にて外債登記申
請が必要でしたが、2022 年 1 月頃から自由貿易試験区等の一部地域にて試行的に管轄区域内の銀行で
の外債登記の取扱いが開始となり、今般試行地域が更に拡大となりました。 

経緯として、2022 年 1 月、国家外貨管理局は上海市自由貿易試験区臨港新エリア、広東自由貿易試
験区広州南沙新区エリアなどの地域にて＜クロスボーダー貿易投資のハイレベル外貨管理改革試行実施細則
に関する通知＞を公布し、試行地域内の条件に合致する企業がマクロプルーデンスモデルにて外債を利用する
際、管轄区域の銀行での外債登記の取扱いを可能としました。2023 年 12 月、国家外貨管理局は＜クロス
ボーダー貿易投資のハイレベル開放試行の拡大に関する通知＞（匯発［2023］第 30 号）を公布し、試
行地域を上海市、江蘇省、広東省（深圳市含む）、北京市、浙江省（寧波市含む）、海南省の各全域ま
で拡大することを発表しました。この発表を受け、国家外貨管理局上海市分局は 2024 年 1 月 23 日に実施
細則として本通知を公布しておりますが、他地域の分局につきましても同時期に同様の通知を公布されていま
す。 

本通知及び他分局の関連通知に規定されています内容は以下のとおりです。 

項目 内容 

試行地域 上海市、江蘇省、広東省（深圳市含む）、北京市、浙江省（寧波市含む）、
海南省の各全域 

対象企業 ・登記住所が試行地域内であること 

・マクロプルーデンスモデルにて外債を利用予定であること 

・次の業種・業態に該当しないこと（不動産業、地方政府融資プラットフォーム、フ
ァイナンスリース会社、融資担保会社、商業ファクタリング会社、地方資産管理会
社、少額貸付会社、質屋） 

取扱可能な銀行 ・対象企業と同一の試行地域内にある銀行 

外債登記申請時の 

必要書類 

本通知に規定されています、申請時の必要書類は以下のとおりです。 

・≪非金融企業外債登記申請表≫（マクロプルーデンスモデル）（必要な場合、
追加書面による説明が必要） 

・外債契約書主要条項のコピー（公章押印あり） 

・前年度または直近 1 期の監査済みの財務報告 

・（変更登記の場合）≪国内機構外債契約締結状況表≫及び関連業務登記
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証憑 

登記完了後に銀行が
発行するもの 

銀行業務印が押印された≪国内機構外債契約締結状況表≫と≪業務登記証憑
≫ 

本通知では、試行地域内の条件に合致する企業は直接銀行にて外債登記申請することが『可能』と記載さ
れていますが、国家外貨管理局上海市分局及び上海市内の銀行等へ確認したところ、条件に合致する場合、
国家外貨管理局から、銀行へ直接申請するよう指示があるようです。よって、今後外債の利用を検討されてい
る企業は、外債登記申請先が国家外貨管理局となるか銀行となるか事前に確認が必要となります。また、外
債登記申請時の必要書類について記載されておりますが、申請企業や案件内容、申請先によって変動する可
能性があるため、申請先へ改めて確認することをお勧めいたします。 
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